
※設計金額が１億５千万円以上の工事に係る競争入札に適用する。
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※２　失格判断基準調査

※３調査継続

※４（調査終了）

にかほ市　低入札価格調査制度実施フロ－図

最低価格が、調査基準価格以上の場合

最低価格が失格判断基準価格以上

該当※3 非該当※4

最低価格と調査基準価格を比較する

調査基準価格の設定

最低価格が調査基準価格を下回る入札

入札執行

落札決定（入札終了）

施　　工

完　　成

詳細調査
（ヒアリング等）

落札者の決定保留(入札終了）

失格判断基準調査　※２
（最低価格と失格判断基準価格を比較する）

落札者の決定、入札者への通知

契約の締結

指名審査調整会議
の審査

※１ 調査基準価格（合計額の千円未満切捨て）

＝直接工事費×0.97＋共通仮設費×0.9＋

現場管理費×0.9＋一般管理費等×0.68

（ただし、入札比較価格の9.2/10～7.5/10が上限・下限額

入札価格が最低入札価格から５番目（５社未満の場合は

全社）までの平均入札価格×０．９５を下回る場合

ただし、平均入札価格の算定に当たっては、調査基準価

格を下回る価格で入札した者については、調査基準価格

に置き換えて算定するとともに、算定した金額が調査基

準価格を上回る場合は、調査基準価格とする。

該当

失格 次順位者を審査するため、調査基準価格と比較するとこ

ろまで戻る（最低価格を次順位価格と読み替える）

入札価格が設計上の純工事費(直接工事費＋共通仮設費)

＋ 設計上の現場管理費×２／５の合計額未満、かつ、

入札比較価格の８０％を未満の場合は、詳細調査（ヒア

リング）を実施し、にかほ市指名審査調整会議の審議を

受ける。

詳細調査に該当しない場合：

入札価格が設計上の純工事費(直接工事費＋共通仮設費)

＋設計上の現場管理費×２／５の合計額以上、又は、 入

札比較価格の８０％以上の場合は、失格判断調査で低入

札価格調査を終了する。

（非該当）

（調査終了）

（調査継続）


